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開会 午前１０時００分  

────────────────────────────────── 

◎開会宣言 

○議長（ 君） おはようございます。 

会議に入ります前に申し上げます。 

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げておき

ます。 

また、夏季における服装の軽装化が実施されております。議場内においてもネクタイを

着用しないことを許可しておりますので、あわせて申し上げておきます。 

ただいまから、平成２９年第３回別海町議会定例会を開会いたします。 

ただいま出席している議員は、１５名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。 

なお、欠席委員は６番森本議員であります。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（ 君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により議長において指名いたします。 

８番西原議員、９番沓澤議員、１０番小林議員、以上３名を指名いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員会報告 

○議長（ 君） 日程第２ 議会運営委員長から、委員会の協議概要について報告

があります。 

なお、本件は報告のみであります。 

議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西原 浩君） それでは、議会運営委員会から報告をいたします。 

８月３１日及び９月６日に開催いたしました議会運営委員会で、本定例会に係る運営に

ついて協議をいたしましたので、その内容について報告申し上げます。 

本定例会に町長から提出されております案件は、全部で２３件であります。 

提出されました議案は、平成２９年度補正予算が２件、条例の一部改正が２件、一部事

務組合の規約変更が３件、工事の請負契約が２件、財産の取得の一部変更が２件、辺地に

係る公共的施設の総合整備計画の変更が１件、人権擁護委員候補者の推薦が１件、平成２

８年度各会計決算認定が８件、放棄した債権の報告が１件、平成２８年度決算に基づく別

海町健全化判断比率及び資金不足比率報告が１件であります。 

これら提出案件のうち、一部事務組合の規約変更３件と財産の取得の一部変更２件につ

いては関連がありますので、それぞれ一括議題といたします。 

同様に、平成２８年度各会計決算認定第１号から第８号までの８件についても一括議題

とし、「平成２８年度各会計決算審査特別委員会」を設置して、慎重な審議をすべきもの

といたしました。 

なお、決算認定以外の提出案件については、委員会の付託を省略し、本会議において質

疑、討論、採択すべきものとしました。 

また、特別委員会の構成につきましては、小椋議員、松壽議員、今西議員、沓澤議員、
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中村議員、渡邊議員、佐藤議員の７名を選任すべきものと決定いたしました。 

次に、会期及び議事日程であります。 

本定例会の会期は、９月１２日から１５日までの４日間とし、初日には、行政報告や提

出案件の概要説明のあと、町長提出議案の内容説明・質疑を行うこととしました。 

二日目には、一般質問を行い、三日目は休会とし各常任委員会を行います。 

最終日は、町長提出議案の討論・採決を行い、その後、議員提出案件等の内容説明・質

疑、討論・採決を行うこととしました。 

次に、一般質問であります。 

通告を受理しております一般質問は、西原議員、中村議員、外山議員、木嶋議員、今西

議員、瀧川議員の６名で、全員が一問一答方式であります。 

質問の順番は、会議規則等運用規程の定めに基づき通告順に行うこととしました。 

議員各位、理事者におかれましては、活発な政策議論を行うとともに、円滑な運営と、

町民にわかりやすい質問と答弁を心がけるようお願い申し上げます。 

次に、請願・陳情等についてであります。 

請願・陳情等に係る対応については、慎重に協議をいたしました。 

その結果は、お手元に配布のとおりであります。陳情書等の写しは、議員控室に掲出し

ておりますので、閲覧いただくようお願いいたします。 

次に、議員・委員会提出案件であります。 

現在、予定されております提出案件は、議員提出案件が３件と委員会提出案件３件の計

６件であります。 

議員提出案件は、「ＥＵとの経済連携協定に関する万全の対策とその確実な実行を求め

る意見書」について西原議員から、「核兵器禁止条約に調印し、条約実現に真剣に努力す

るよう求める意見書」について中村議員から、「地方財政の充実・強化を求める意見書」

について佐藤議員から、それぞれ提出されます。 

次に委員会提出案件は、「道路の整備に関する意見書」について産業建設常任委員会か

ら、「安全・安心の医療・介護の実現と労働環境の改善に関する意見書」については福祉

医療常任委員会から、また、『道教委「新たな高校教育に関する指針」を抜本的に見直し、

すべての子どもにゆたかな学びを保障する高校教育を求める意見書』については、総務文

教常任委員会から提出されるものであります。 

いずれも、定例会最終日に提案されることになっております。 

最後に、「反問権」についてでありますが、町長ほか職員が議長の許可により、議員の

質問に対して、論点・争点を明確にするためのもので、議会での議論が活性化し、町民の

皆様にわかりやすくするために導入したものであります。 

町長を初め、執行機関並びに議員各位には、その趣旨を十分理解していただきますよう

お願いいたします。 

以上で、議会運営委員会で協議した内容の報告といたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第３ 会期決定の件 

○議長（ 君） 次に、日程第３ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から９月１５日までの４日間にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から９月１５日までの４日間に決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第４ 諸般の報告 

○議長（ 君） 日程第４ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告は、お手元に配付のとおりです。 

────────────────────────────────── 

◎日程第５ 行政報告 

○議長（ 君） 日程第５ 行政報告を行います。 

町長。 

○町長（曽根興三君） おはようございます。 

本日、平成２９年第３回の町議会定例会を招集させていただきました。 

議員の皆様方におかれましては、時節柄、大変お忙しい中御出席を賜りまして、まこと

にありがとうございます。 

定例会開会に当たり、行政報告を申し上げます。 

まず初めに、産業の動向についてでございます。 

酪農畜産情勢でございますけれども、町内の生乳生産量は本年１月から７月末で２７万

７,０００トン、これは対前年比９８.５％。額で言いますと２７３億３,０００万円、これ

は対前年比１００.２％となっております。 

乳量は、昨年の天候不順によります飼料の質の低下が減量の主な要因と考えられており

ますが、乳代につきましては、単価の上昇により前年実績を上回っている状況にございま

す。 

牧草の生育状況につきましては、８月上旬の天候不順にもかかわらず、９月１日現在で、

平年より２日早く、収穫作業も平年より２日早く進んでおります。 

また、飼料用トウモロコシでございますけれども、こちらも同じく、平年より２日早い

生育状況となっております。 

家畜の暑熱被害についてでございますけれども、ことしの夏は、日射病や熱射病の発症

は、これまでのところ確認されておりません。おおむね順調に推移しているというところ

でございます。 

次に、水産業の状況についてでございます。 

野付、別海両漁協における本年８月末までの漁獲量は、対前年比で８６％、金額で申し

上げますと７０％。これは総額で２９億９,０００万円の減額となっておりまして、要因

といたしましては、春のホタテ貝の水揚げ高の減少が影響しているものと考えております。 

また、夏の北海シマエビ漁は操業前の資源調査の結果から、昨年を１４トンほど下回る

計画で、６.４トンの漁獲計画で操業が始まりました。計画数量を漁獲して、夏漁を終え

ております。 

資源量の減少については、昨年夏に相次いだ台風等の影響で、増水した川から大量の真

水が湾内に流入してことによります塩分濃度の低下やエビのすみかとなるアマモの減少な

ど、生育環境の悪化が要因であろうというふうに考えられております。 

来月には秋エビ漁が漁期を迎えることから、資源の回復に向かうように期待をしている

ところでございます。 
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本町の主要漁業であります秋サケ定置網漁は、９月５日から網が入りまして、８日から

は本格操業が始まっております。 

現在の水揚状況としましては、低調な滑り出しではありますが、価格は昨年を大きく上

回っており、今後の本格的な操業に向け、来遊状況や価格の動向に注意すると同時に期待

をしているところでございます。 

次に、商工業と観光についてでございます。 

別海町中小企業振興行動指針に基づき、担い手育成の一環として、昨年に引き続き、７

月に別海高校生と地元企業との懇談会、また、８月には別海高校生の大学視察研修を実施

いたしました。 

懇談会には生徒１０名と地元企業８社が参加いたしました。生徒と企業の直接対話は、

業務の内容や職種への理解が深まり、地元企業への就職希望者の増加や就職後の早期離職

防止の一助になるものというふうに考えているところでございます。 

また、４年目となります大学視察研修は１４名の生徒が参加し、北海道大学など６校の

視察を行いました。参加した生徒の向学心や向上心が培われ、将来の担い手として中小企

業振興につながるものと、これも期待をしております。 

次に、観光客の入り込み数についてでございますけれども、７月末現在で１１万９ ,１

００人で、前年より７,１００人ほど増加しております。これは、大手旅行会社が羅臼町

から根室市にかけてのキャンペーンツアーなどを実施していることから、野付半島や道の

駅おだいとうの入り込み数がふえたことが要因と考えております。 

なお、６月２４日と２５日に開催いたしました第５７回えびまつりには、２万２,００

０人が訪れました。初夏の味覚を堪能していただきました。 

次に、建設工事等の発注状況でございますけども、土木、建築、上下水道部門の発注件

数は合計で１５４件、約２６億６,５００万円の契約締結を完了させております。 

このうち工事につきましては、発注は９８件、執行率は８７％。９月末までには９５％

程度を執行する予定となっており順調に推移しております。 

また、業務委託につきましては５６件、６０％と、工事に比べますと低い執行率には

なっておりますけれども、除雪など冬期の業務が控えているということから、おおむね予

定どおりの進捗状況となっております。 

次に、児童生徒にかかわる就学援助についてでございます。 

６月定例会において、教育委員会で調査、検討するとしておりました就学援助、これの

新入学・学用品費の早期支給については、保護者の負担軽減のために必要な時期に速やか

な給付を行うこととし、平成３０年度入学者、この次の入学者からでございますけども、

入学準備金として入学前の３月に支給することと考えております。 

また、要保護児童生徒、・援助費補助金の単価が改正になったことから、準要保護の単

価を本年４月にさかのぼりまして改正をし、差額の支給をあわせて行うことといたしまし

た。 

関係する補正予算につきましては、本定例会に提案しておりますので、議員各位の御理

解をよろしくお願い申し上げます。 

次に、日米共同訓練についてでございます。 

８月２３日開催の第６回全員協議会の中で、日米共同訓練の概要及び実施状況等につい

て説明をさせていただきましたけれども、８月２７日をもって矢臼別演習場における全て

の訓練が終了いたしました。 
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最終的な訓練内容でございますが、高機動ロケット砲システム、通称ハイマースでござ

いますけども、これを初めとする実弾射撃訓練は８月１９日から２７日まで実施されまし

て、うち夜間射撃は六日間実施されております。 

また、パラシュートを用いました空挺降下訓練については８月の２０日に実施をされま

した。 

この間、町の対応としましては、空挺降下訓練とハイマースの訓練予告があった日に職

員を演習場現地に派遣をして、訓練の状況確認を行いました。 

いずれも通常の陸上自衛隊が行います訓練と比較いたしまして、射撃音等を含め周囲に

対する影響は大きいほうではないことを現地で確認をしたところでございます。 

なお、９月１日をもって全ての隊員及び機材の移動が完了したと報告を受けたところで

ございます。 

町では、これまでも訓練の情報収集や情報提供などに努めてまいりますが、今後も必要

な対応を行ってまいりたいと考えております。 

以上をもちまして、行政報告とさせていただきます。 

────────────────────────────────── 

◎提出案件の概要説明 

○議長（ 君） 日程第６ 提出議案の概要について説明があります。 

副町長。 

○副町長（佐藤次春君） それでは、本定例会に提出いたしました議案等について、その

概要を説明いたします。 

なお、提案理由につきましては、議案等が上程された際に詳細を説明いたしますので、

私からは概略の説明とさせていただきます。 

提出いたしました案件は、議案が１２件、諮問が１件、認定が８件、報告が２件でござ

います。 

まず最初に、議案第６０号は「平成２９年度別海町一般会計補正予算」でございます。

普通交付税の交付額の決定による増額や、歳出ではインフルエンザ予防接種調整事業など

新たに追加される事業、または既存事業での増額が見込まれるため７ ,７９０万円を増額

補正するものでございます。 

議案第６６号は「平成２９年度別海町介護保険特別会計補正予算」ですが、平成２８年

度決算額の確定及び介護給付費見込み額精査に伴い１,９９０万円を減額するものです。 

議案第６７号「別海町交通安全指導員設置条例の一部を改正する条例の制定について」

は、別海町交通安全指導員の定数を変更するため条例の改正を行うものです。 

議案第６８号「別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」は、このたび

公営住宅法等の関係法令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものです。 

次に、議案第６９号の「北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について」、 

議案第７０号の「北海道市町村総合事務組合規約の変更について」、及び議案第７１号の

「北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について」は、いずれも組合の構成団体のう

ち２団体が名称を変更したことに伴い、それぞれの組合から規約変更の協議があったもの

でございます。 

議案第７２号及び議案第７３号の「工事請負契約の締結について」は、８月２３日及び

９月５日に入札を行った工事のうち、予定価格が１件５,０００万円を超えるものについ

て議会の議決を求めるものです。 
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議案第７４号及び議案第７５号の「財産の取得の一部変更について」は、平成２９年６

月２３日第２回定例会において、議決を経て締結した小型動力ポンプ付水槽車の取得価格

に変更が生じたことに伴い、契約金額を変更したいので議会の議決を求めるものです。 

議案第７６号は「辺地に係る公共的施設の総合整備各整備計画の変更について」でござ

います。本案は西春別辺地及び上春別辺地に係る総合整備計画について、平成３０年度以

降に整備を行う農道３路線を新たな事業として追加し、辺地対策事業債の予定額等を変更

するものであります。 

諮問第１号は「人権擁護委員候補者の推薦について」です。本年１２月３１日をもって、

人権擁護委員１名の任期が満了となることから、法務大臣への候補者の推薦について議会

の意見を求めるものです。 

次に、認定第１号から認定第８号までの８件は、「平成２８年度各会計決算の認定につ

いて」です。地方自治法の規定に基づき、各会計の決算について監査委員の意見をつけて、

議会の認定に付するものです。 

報告第４号は「放棄した債権の報告について」です。別海町債権管理条例に基づき、平

成２８年度中に放棄した債権について議会に報告するもので、報告第５号は「平成２８年

決算に基づく別海町健全化判断比率及び資金不足比率について」です。地方公共団体の財

政の健全化に関する法律に基づき、監査の意見を付して議会に報告するものでございます。 

以上で、提出いたしました議案の概要説明とさせていただきます。 

御審議の上、御決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

────────────────────────────────── 

◎委員会付託省略の議決 

○議長（ 君） ここでお諮りします。 

本定例会に提出されております日程第７ 議案第６５号から日程第１９ 諮問第１号ま

での１３件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略し

たいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 君） 異議なしと認めます。 

したがって、日程第７ 議案第６５号から日程第１９ 諮問第１号までの１３件につい

ては、委員会の付託は省略することに決定いたしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第６５号 

○議長（ 君） 日程第７ 議案第６５号平成２９年度別海町一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第６５号の内容説明をいたします。 

別冊の別海町一般会計補正予算書の１ページをお開きください。 

平成２９年度別海町一般会計補正予算（第２号）。 

平成２９年度別海町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７,７９０万円を追加し、歳入歳出予算の総額
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を歳入歳出それぞれ１７２億７,２９０万円とする。 

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

第２条、地方債の補正。 

地方債の追加・変更は、「第２表 地方債補正」による。 

次に、２ページをお開きください。 

「第１表 歳入歳出予算補正」です。「歳入」で補正額の欄で申し上げます。 

９款地方特例交付金、１項で７８万円の増。 

１０款地方交付税、１項で２億３,６５１万６,０００円の増。 

１４款国庫支出金、１項と２項で６２５万３,０００円の増。 

１５款道支出金、１項と２項で１,１４５万２,０００円の増。 

１６款財産収入、１項と２項で３４４万３,０００円の増。 

１７款寄附金、１項で５,００５万円の増。 

１８款繰入金、１項で１億７,６７０万円の減。 

１９款繰越金、１項で５７４万３,０００円の増。 

２０款諸収入、５項で４８万６,０００円の増。 

２１款町債、１項で６,０１２万３,０００円の減。 

歳入合計で７,７９０万円を追加し、歳入予算の総額を１７２億７,２９０万円とするも

のです。 

３ページにお進みください。「歳出」です。 

２款総務費、１項で３,１２９万９,０００円の増。 

３款民生費、１項と２項で１,０２６万７,０００円の増。 

４款衛生費、１項で５５０万７,０００円の増。 

６款農林水産業費、１項と２項で３１６万円の増。 

７款商工費、１項で４８２万３,０００円の増。 

８款土木費、２項で９００万円の増。 

１０款教育費、２項、３項及び６項合わせまして１,３８４万４,０００円の増。 

歳出合計で７,７９０万円を追加し、歳出予算の総額を１７２億７,２９０万円とするも

のです。 

４ページをお開きください。 

「第２表 地方債補正」です。 

今回の補正は、「追加」と「変更」するもので、「追加」は３件となります。 

１件目、「協和第１地区基盤整備促進事業」は、限度額「１,２００万円」。 

２件目、「上西別地区基盤整備促進事業」は、限度額「８００万円」。 

３件目、「恩根内地区基盤整備促進事業」は、限度額「１,６００万円」で、いずれも起

債の方法は、「普通貸借又は証券発行」。 

利率は、「３.０％以内（ただし、利率見直し方式で借入れし、利率の見直しを行った後

においては当該見直し後の利率）」。 

償還の方法は、「公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債

権者と協定する。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上

償還もしくは低利に借換えすることができる。」というものです。 

なお、本３件につきましては、いずれも「基盤整備促進事業」で、来年度の補助採択要
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望を行うための調査設計委託料について地方債を起こすものです。 

次に、「変更」は１１件となります。 

「南１号地区基幹農道整備事業」から「開南地区農道整備事業」までの１０事業につき

ましては、「道営農道整備事業費」の見込み額通知に伴いまして、それぞれ限度額を増減

するものです。 

表の１番下になります「臨時財政対策債」は、額の確定により補正前の限度額から５ ,

１７２万３,０００円を減額し、補正後の限度額を「４億８２７万７,０００円」とするも

のです。 

「起債の方法」、「利率」、「償還の方法」につきましては変更がありませんので、説明を

省略させていただきます。 

４ページ１番下になりますが、合計では、補正前の限度額「１６億２ ,４００万円」か

ら６,０１２万３,０００円を減額し、補正後の限度額を「１５億６ ,３８７万７,０００

円」とするものです。 

次に、「歳入歳出補正予算事項別明細書」ですが、「１．総括」は省略させていただき、

「２．歳入」から御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

「２．歳入」です。目の欄及び補正額の欄で御説明いたします。 

９款地方特例交付金、１項１目地方特例交付金７８万円の増及び次の表、１０款地方交

付税、１項１目地方交付税２億３,６５１万６,０００円の増は、いずれも交付額決定通知

による増です。 

８ページをお開きください。 

１４款国庫支出金、１項２目民生費国庫負担金４５６万円の増は、家庭的保育事業を実

施する事業者に対する地域型給付費負担金及び低所得者に係る介護保険軽減保険料負担金

を増するものです。 

２項１目総務費国庫補助金１６９万３,０００円の増は、厚生労働省が所管する障害福

祉など社会保障税番号制度システムの総合運用テストに係る整備費補助金の増です。 

９ページにお進みください。 

１５款道支出金、１項１目民生費負担金２２７万９,０００円の増は、国庫負担金と同

様、家庭的保育事業を実施する事業者に対する地域型給付費、及び低所得者に係る介護保

険軽減保険料の道負担金を増するものです。 

２項１目総務費補助金２０万円の増は、消費者協会への活動支援に対する北海道消費者

行政活性化事業補助金の増。 

２目民生費補助金８５０万円の増は、介護施設を建設する民間事業者に対する地域密着

型サービス等整備交付金の増。 

４目農林水産業費補助金４０万円の増は、複数個別経営の法人化の取り組みに支援を行

う農業経営力向上支援事業補助金の増。 

５目商工費補助金７万３,０００円の増は、消費生活相談に係る研修参加に対する北海

道消費者行政活性化事業補助金の増です。 

１０ページをお開きください。 

１６款財産収入、１項２目利子及び配当金２０万円の増は、根室中標津空港ビル株式会

社の株式配当金による増です。 

２項１目不動産売払収入３２４万３,０００円の増は、尾岱沼分譲地の土地売払収入が
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主なものです。 

１７款寄附金、１項２目教育費寄附金５万円の増は、本目新設で、中央公民館改築のた

めの特定寄附です。 

３目ふるさと応援寄附金５,０００万円の増は、こちらも本目新設で、ふるさと応援制

度推進事業の実施に伴います、ふるさと応援寄附金見込み額の増です。 

１１ページにお進みください。 

１８款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金は１億７,６７０万円の減で、補正後の財

政調整基金繰入額は１０億５,６７０万円となり、予算上の基金残高は１７億９,６５２万

６,０００円となります。 

１９款繰越金、１項１目繰越金５７４万３,０００円の増は、前年度決算額確定により

増するものです。 

２０款諸収入、５項１目４８万６,０００円の増は、国営かんがい排水事業別海及び別

海南部地区負担金の国からの還付金による増額です。 

１２ページをお開きください。 

２１款町債、１項３目農林水産業債８４０万円の減は、道営農道整備事業見込み額通知

による負担金減額によるもののほか、基盤整備促進事業において来年度の補助採択要望の

ため、調査設計を行う財源として計上するものです。 

６目臨時財政対策債５,１７２万３,０００円の減は、額の確定通知によるものです。 

以上が歳入となります。 

次に「歳出」で、１３ページをお開きください。 

「３．歳出」です。こちらも目の欄で御説明いたします。 

２款総務費、１項１目一般管理費２１万６,０００円の増は、上春別連絡事務所駐車場

の集水桝及び排水枡の補修工事を行う増です。 

５目財産管理費５万円の増は、中央公民館建てかえのためにいただいた寄附について、

生涯学習振興基金に積み立てるものです。 

６目企画費、２,４９７万４,０００円の増は、共春会館の補修に対し補助を行う振興奨

励地区会館等整備事業の増のほか、ふるさと納税制度による寄附者の利便性向上のため、

インターネットを利用した申し込みやクレジットカード払いの対応を行い、寄附件数の増

を図る経費のほか、寄附者からの問い合わせ、礼状等の発送、返戻品の発注から生産まで

の手続を一括して業務委託を行うふるさと応援制度推進事業の増によるものです。 

１４ページをお開きください。 

８目車両管理費３３１万８,０００円の増は、公共交通機関の利用が難しい地区に在宅

する高齢者や障害者の方を対象に、通院や買い物等の移動支援をするため、車両を試行的

に運行する経費の増です。 

１４目電子計算管理費２５４万１,０００円の増は、厚生労働省が所管する障害福祉な

どのシステム運用テストに係る社会保障税番号制度システム整備事業を増するものです。 

１６目諸費２０万円の増は、消費者協会への活動支援に対する補助金の増です。 

１５ページにお進みください。 

３款民生費、１項２目老人福祉費２０１万円の増は、介護施設を建設する民間事業者へ

の北海道からの間接補助となる公的介護施設等基盤整備事業の増のほか、今回の介護保険

特別会計の補正に伴い、介護保険特別会計繰出金を減することによるものが主なものです。 

４目障害者福祉費１３９万７,０００円の増は、前年度の障害者自立支援給付費及び障
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害者医療費に係る道負担金の精算に伴う返還金が主な内容です。 

続いて、２項児童福祉費で、１６ページをお開きください。 

１目児童福祉総務費６８６万円の増は、家庭的保育事業を実施する民間事業者に負担を

行う地域型保育給付費負担金の増です。 

４款衛生費、１項２目予防費５５０万７,０００円の増は、中学生以下を対象にしたイ

ンフルエンザ予防接種について、１３歳以上は１回接種、１３歳未満は２回の接種に対す

る自己負担をそれぞれ１,０００円とし、差額分につきまして、町が医療機関などに委託

料を支払うことによって助成を行う任意予防接種助成事業の増によるものです。 

１７ページにお進みください。 

６款農林水産業費、１項３目農業振興費３０４万４,０００円の増は、複数個別経営の

法人化の取り組みに対し支援を行う農業経営法人化等支援事業の増。 

また、資源循環センターの貯留槽の汚泥物の除去を行う資源循環施設利活用整備事業の

増のほか、食育、地産地消の推進計画を策定する経費として、農業振興対策経費を増額す

るものです。 

４目畜産業費１,０２６万円の増は、酪農工場において殺菌用ボイラーの老朽化に伴い

ます入れかえ工事を行う増です。 

５目農地費３,６００万円の増は、１８ページ上段にわたりますが、基盤整備事業の増

です。 

１８ページをお開きください。 

６目農道整備事業費４,６４１万１,０００円の減は、道営農道整備事業見込み額通知に

伴う負担金の減です。 

２項１目広域農業推進費２６万７,０００円の増は、国営かんがい排水事業負担金の還

付があり、相応額につきまして受益農家に返還を行う経費の増額です。 

１９ページにお進みください。 

７款商工費、１項１目商工業振興費４８２万３,０００円の増は、申請件数の増加見込

みによる起業家支援事業補助金の増が主なものです。 

２０ページをお開きください。 

８款土木費、２項２目道路維持費９００万円の増は、労務単価上昇に伴います、町道維

持補修事業を増するものです。 

２１ページにお進みください。 

１０款教育費、２項小学校費の２目教育振興費１３５万９,０００円の増及び３項中学

校費の２目教育振興費７８万５,０００円の増は、小学校及び中学校入学予定者の入学準

備金につきまして、早期に年度内支給を行うことなどによりまして、それぞれ教育振興推

進経費を増するものです。 

６項４目総合スポーツセンター費１,１００万円の増は、町民温水プール整備事業にお

いて故障したボイラーの入れかえ工事を行うものです。 

５目パイロットマラソン大会費７０万円の増は、参加申込者数の減少などに伴い、財源

に不足が生じる見込みがありますため、パイロットマラソン補助金を増額するものです。 

以上で、議案第６５号一般会計補正予算の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第６５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 
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１３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） 順次質問させていただきます。 

１０ページからですが、ふるさと応援寄附金で５,０００万の収入を見込んでいるとい

うことですが、平成２８年度の決算書が出たわけですが、それによると１９３万円であり

ました。約２００万としてもですね、相当額の増額を見込むということですので、ふるさ

と応援寄附金に対する考え方がここで変わってきているというふうにも思われるわけです

ね。そういうことでありますので、少しその考え方について説明をいただければっていう

ふうに思います。 

それから１４ページにいきますが、１４ページの上段で、このふるさと応援制度にかか

わることですが業務委託料を計上しています。どういう内容かっていうのは先ほど説明が

ありましたので、あらあらわかりましたけれど、この業務委託先がどういうふうに決まっ

ていくのかということについて説明をいただければというふうに思います。 

それから１７ページにいきますが、１７ページの中段、資源循環施設利活用整備事業と

いうことで、予算資料あるいは今の説明の中では、汚泥除去作業ということになってます

が、それについてどういう状況なのか、それから今後もこういうこの汚泥の除去作業って

いうのが継続的に必要なってくるのかという、今後の見通しも含めてですね、ちょっと説

明いただければっていうふうに思います。 

それから１９ページにいきますが、最後ですが、起業家支援事業をということで申請の

増が見込まれるということですが、少し説明をいただければと思います。どういう申請が

どれぐらいの数として上がってくる見込みのかということで、状況がわかればありがたい

なと思いますんで、説明いただければと思います。 

以上です。 

○議長（ 君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（佐々木栄典君） それでは、ふるさと応援制度についてお答えしたいと

思います。 

今回、ふるさと応援制度の返礼品につきましては、これまではですね、乳製品の２種類

ということで返礼品、平成２７年度から実施してましたけども、今回、返戻品の拡充と、

それから寄附者の利便性を高めるということで、公金支払制度、こういったものを導入さ

せていただきまして、寄附額の増額を見込んでおります。 

改めて近隣市町村のですね、状況あるいはそういった利便性を考慮したときに、本年度

は残り半年程度でありますけども、少なくても５,０００万円が見込めるという判断しま

したので補正で予算を計上するものとなっております。 

それから、今後の業務委託料の流れですけども、今回、予算の議決後にですね、今回の

ふるさと応援制度を取り扱っている先のふるさとチョイス、この運営先であるトラストバ

ンクとですね、提携してる委託業者とですね、詰めまして、委託業者を今後を選定してい

きたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（ 君） 農政課長。 

○農政課長（門脇芳則君） 私のほうから資源循環施設利活用整備事業について御説明い

たします。 

中西別にあります資源循環センターの消化液貯留層でございますが３基ございます。 

そのうちの１基で、過去に投入した乳業汚泥が底部で凝固いたしまして、液肥の取り出
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し口が塞がれている状況となっております。 

このことから汚泥を除去するため、業務委託料を増額するものでございます。 

なお、この乳業汚泥につきましては、前の所有者であります独立行政法人寒地土木研究

所が所有していた時期に投入されたものでございます。 

１０年以上前に投入されていたものでございますので、町のほうで実施するものでござ

います。 

あとですね、今後の見通しについては、３基のうち１基にしか入れてないということで、

今後はこのようなことは発生しないということで御理解していただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（ 君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） それでは私のほうから起業家支援事業補助金について御

説明をさせていただきたいと思います。 

まず、現状ですけれども、申請済み額が６件、額としましては４１８万７,０００円の

申請が済んでおります。総額の予算は５００万円でございます。 

また、今後、申請が見込まれる件数でございますけれども、新規開業分野で４件、約３

４０万円、新分野ということで５件、２１６万円を見込んでございます。合計９件、５５

５万７,０００円を見込んでございます。 

以上です。 

○議長（ 君） １３番中村議員。 

○１３番（中村忠士君） ふるさと応援寄附金についてですが、どういうことをするかと

いう点については説明ありましたので、返礼品の拡大であるとか、利便性の拡大であると

か、こういうものに力を入れていくということでありましたけれども、町の姿勢としてで

すね、ここに力を入れていくっていうふうに受け取られる。私は受け取っているんです

が、そこら辺の考え方ですね、基本的な考え方、今後もある程度の力を割いていくと、力

を入れてくんだというようなことであろうと思うんだけど、そういうふうな理解でよろし

いかということを改めてお聞きをしたいということです。 

それから、今後、委託先が決まっていくっていうことですが、透明性を確保して、また

いろいろ報告をいただければと、今後の問題ですから要望しておきます。 

それから資源循環施設の問題ですが、１０年前に乳業汚泥を投入したことによって、今

回こういうことが、手だてを尽くさんきゃなんないというか、手を入れなきゃなんないと

いうことになったっていう説明ですけれども、先ほど説明で、今後、乳業汚泥は入れない

というふうな理解でよろしいのか。そこら辺のことですね。考え方を聞きしたいんです。

乳業汚泥は結構カロリーが高いということからですね、１０年前に入れたという経緯を

ちょっと思い出しているんですが、そこら辺の必要なカロリーとの関係と考え方ですね、

をお聞きしたいというふうに思います。 

以上です。 

○議長（ 君） 総務部長。 

○総務部長（竹中 仁君） ふるさと応援制度について、私のほうから答弁をさせていた

だきます。 

これまではですね、いろいろ全国国内でも、このふるさと応援制度に対しまして返戻品

のですね、過渡競争といいますか、いろいろそういうことが問題視をされてきたという経

過もございまして、町といたしましては、これまで節度ある返礼品の準備の仕方というよ
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うなことで、本当にその別海町を応援していただけると言う人からの申し出に対してです

ね、ある意味受け身の態勢、消極的にですね、この制度について取り組んでまいりました

けれども、今般、総務省のほうからもその返礼品の金額といいますか、その枠組みについ

て一定程度の方向性が示されたということもありまして、この枠組をですね、活用してい

く中で、さらに今後、別海町を応援していただけるという方に対して、広く別海町をＰＲ

するためにふるさとチョイスという一つの活用方法をですね、今回採用して、それのこと

によりまして、ふるさとの応援制度にのっとった、この寄附をしていただける方がふえて

いくだろうということで、今後、積極的にと申しますか、寄附をしていただける人にわか

りやすく別海町をＰＲしながら返礼品の数などもふやした中で、応援をしていっていただ

きたいということで、今回、このような方法をとるとしたところでございます。 

以上です。 

○議長（ 君） 産業振興部長。 

○産業振興部長（登藤和哉君） 私のほうから資源循環センターの件について、もう少し

詳しく御説明させていただきます。 

過去に、貯留槽のほうに直接乳業汚泥を入れたという形からですね、今回のような事象

が起きたというものでございます。 

したがって、乳業汚泥について今後は入れないのかという御質問についてですね、正し

い形で入れる、いわゆる液分と個体分をしっかり分けてですね、カロリーある分について

はですね、しっかりエネルギーをとっていくという形で、今後も入れるという形はとりた

いと思っております。 

以上でございます。 

○議長（ 君） １３番中村議員、よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

７番西原議員。 

○７番（今西和雄君） ２点お願いします。 

先ほど中村議員の中にも質問ありました、ページ数でいえば１９ページですね。 

１９ページの起業家支援についての説明、十分理解できたんですけど、もしわかれば具

体的にこのような動きっていうのか、そこをありましたら、まず１点。 

それともう１点は、次のページ、２１ページの６項の５目パイロットマラソン大会につ

いての補正ですけど、先ほどの説明によると参加人員が減少したためにっていうのが、大

きな要因だっていうふうにお聞きしましたけど、その辺ところもう少し詳しく説明願いた

いと思います。 

以上です。 

○議長（ 君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（伊藤輝幸君） 起業家支援事業につきまして、若干の説明をさせていた

だきたいと思います。 

今回補正予算として増額をさせていただいて、提案させていただいてるものにつきまし

ては、まず、新規開業に関する事業というものがございます。こちらにつきましては、開

業支援に対する助成でございます。新規に起業される方に対し開業費を助成するというも

のでございます。その補助基準でございますけれども、開業に係る当該経費から他の補助

金を差し引いた自己負担額の２分の１以内を助成するというものでございます。限度額は

１００万円となってございます。 
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また、もう１点につきましては新分野進出でございます。経営拡大の助成ということで

ございます。既に起業されてる方が、新分野への進出や店舗改修等による経営拡大等に要

する経費を助成するものでございます。こちらの補助基準につきましては、当該経費から

他の補助金等を差し引いた自己負担額の２分の１以内を助成するものでございます。限度

額は５０万円としてございます。 

以上です。 

○議長（ 君） 教育部次長。 

○教育部次長（山田一志君） ただいまの今西議員の御質問にお答えします。 

ページ数で２１ページということで、パイロットマラソンの参加者の減少について、も

う少し詳しくというような御質問だったというふうに理解してます。 

本大会につきましては、１０月１日開催に向けまして、この間、作業を進めてまいりま

した。 

大会の申し込み期間につきましては、７月の末日、これを最終受付期間というふうにし

ておりましたが、申し込みが定員に満たない状況から１週間の受付延長を行って対応をし

てきたところです。 

しかし、フルマラソンで昨年比較で言いますと１７０名程度、これ減少というような状

況で最終的にはフルマラソン１,２３７人の申し込みというふうになっております。 

このことによりまして、収入で約９０万程度減少、これが見込まれますのでいろいろ支

出の関係でですね、物品の購入等精査をしても予算不足が見込まれるということから、今

回補正しようとするものです。 

また、参加の減少につきましては、全国的にも減少の傾向にあるということは確認をし

ておりまして、ある一定程度マラソンのブームが落ちついたというようなことも考えられ

ますし、また、近隣なんかでは割と参加のしやすいハーフマラソン、これらも実施されて

いるというようなことも一因として考えられるというふうには分析をしているところです。 

また、ちなみにですけれども、最終的なマラソンの申し込み、先ほど申し上げましたフ

ルマラソンが１,２３７人、加えて５キロマラソンが５０１人、合計で１,７３８人の参加

ということになっております。 

それと世界陸上のほうに出場しました、川内優輝選手が本大会に参加するということが

決定してますので、この場でちょっとそのこともお話をさせていただきます。 

以上です。 

○議長（ 君） ７番今西議員。 

○７番（今西和雄君） 起業家につきましては、そういう内容で理解しました。 

パイロットマラソンの件なんですけど、今、言われたように一つの行事としての受けと

め方としての今のやりとりだった思うんですけど、私は恐らく来年は４０回という大きな

節目を迎えるっていう観点からいきますと、たかだか５時間３０分の、この時間内にやっ

ぱり１,０００人以上の、１,７００人ですか、５キロを入れますと。それだけの人が、こ

の別海町の町に入ってくるっていうことの大きな重みがやっぱり、しっかりと受けとめて

いくべきかなっていうふうに思います。 

そういう意味では、減少している部分につきましては、運営するに当たっては、人員的

にはすごく回りやすい定員かもしれませんが、先ほど言ったような観点からいくと、やっ

ぱり、しっかりと今の定員というのか、どう参加者を維持するとか、そういった考え方も、

今後、受けとめながら考えていくべきかなというふうに自分は日ごろ思ってますので、そ
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ういう意味では、これはパイロットマラソンのみならず、別海町の大きなＰＲも含めた、

そういうことにもつながっていくっていう、そういう視点も含めた中で考えていただきた

いなって思いますので、その辺のところ考えてお聞きします。 

○議長（ 君） 教育部次長。 

○教育部次長（山田一志君） 今西議員御指摘のとおり、本大会についてはですね、同等

という部分で見てもですね、公認のフルマラソンということでは、大変価値のあるすばら

しい大会だというふうにも自負もしておりますし、各議員もそういった考え方を持ってい

られるというふうに御理解をしているところです。 

言われたとおり、来年は第４０回の大会を迎えるということでは実行委員会としてもで

すね、事前のＰＲ、記念大会としてのＰＲですとか、そういったものを念頭に置きながら

ですね、考えていく予定でございます。 

そして先ほどちょっと言われたんですが、人数が少なくなったとしても、確かに係る人

員ですとか、そのスタッフの数だとか、そういったものには参加者が減っても、それが少

なくて済むというような状況ではありませんので、やはり、そういった大会運営にかかわ

るスタッフの確保ですとか、それから地元のボランティア、これらについてもですね、一

層の大会の運営に対する御理解などをいただきながら、御協力をいただけるような体制づ

くりについて努力はしていきたいというふうに考えておりますし、節目となる第４０回の

来年の大会に向けてですね、万全の体制で臨んでいきたいなというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（ 君） ７番今西議員、よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

８番西原議員。 

○議長（ 君） ８番西原議員。 

○８番（西原 浩君） 私のほうから２点お願いいたします。 

まず、１６ページの施設型給付事業経費６８６万円。この内容についてもう少し詳しく

説明を求めます。 

それから２点目が、１７ページの農業経営法人化等支援事業４０万円ということで、こ

れについても複数個別法人という説明はあったんですけども、もうちょっと詳しくどのよ

うな内容なのか、そしてまた、これ道のほうからの予算ということで、どういう事業でき

ているのか、その辺についてもお伺いしたいと思います。 

○議長（ 君） 福祉課長。 

○福祉課長（宮本栄一君） それでは質問にお答えいたします。 

今回の補正につきましては、子ども子育て支援制度に基づく、地域型保育給付費に関す

るものであります。 

現在、家庭的保育施設くるりに対しまして、町が代理受領するような形で、地域型保育

給付を支給をしておりますけれども、その給付費に不足が生じることから補正をするもの

です。 

不足の要因につきましては、当初予算要求時において３名と見込んでいましたけれども、

利用定員が５名となったため増額をするものです。 

以上です。 

○議長（ 君） 産業振興部次長。 

○産業振興部次長（門脇芳則君） お答えいたします。 
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法人経営につきましては、経営管理の高度化や安定的な雇用の確保、円滑な経営継承、

雇用による就農機会の拡大等のメリットがあるということから、国の間接補助事業として

実施する事業でございます。 

意欲ある農業者が本格的な農業経営者へと成長し、さらなる経営発展を図ることができ

るよう、複数個別経営などの法人化を支援する事業でございます。 

定額の４０万円を支援する事業でございます。 

今回、町内で８戸が１法人をつくるということで、４０万円の補助をするものでござい

ます。 

以上でございます。 

○議長（ 君） ８番西原議員、よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

４番木嶋議員。 

○４番（木嶋悦寛君） １３ページから１８ページのふるさと応援制度を推進に関連し

て、私のほうからも１問だけ質問をさせていただきます。 

返礼品の拡充ということは説明されたんですが、せっかくですね、拡充、全体にふるさ

と応援制度を推進していこうということです。新たな返礼品が、新たな商品開発ですとか、

それから産業の活性化につながっていくっていうことを考えて取り組まれてるのが、かな

りあると思います。そうした中で別海町として今回の返礼品の拡充の内容ですね、どのよ

うな考えでどのようなことを考えているのか、少し詳しくお知らせいただければと思いま

す。 

○議長（ 君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（佐々木栄典君） それでは、ふるさと応援制度の返礼品について御説明

したいと思います。 

今段階でですね、返礼品の内容については、まだ決定はしておりません。ですが、返礼

品の拡充は先ほど言いましたように、今年度から取り組むことにしておりますけども、こ

としがですね、その拡充は初年度ということもありまして、ある程度ですね、返礼品を出

していただく業者は絞っていきまして、その中で乳製品、それから肉製品あるいは水産加

工品、それから観光体験等ができる返礼品を候補に、今後、選定作業をですね、進めてい

きたいというふうに考えております。 

それから、先ほど絞ってっていうお話ししましたけども、最終的には年度内にはですね、

全町内事業者向けに説明会を開催して、新たな返礼品の拡充に向けてですね、説明会を開

催したいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（ 君） ４番木嶋議員。 

○４番（木嶋悦寛君） 最初にちょっと聞きました新たな商品開発ですとか、それから産

業の活性化の部分ですね。多分、ふるさとチョイスなんかと一緒になって、そういう商品

開発をやったりだとかっていうことも、例としてあるのかなというふうに思うんですが、

そのあたりはどのように考えてらっしゃるのでしょうか。 

○議長（ 君） 総務部長。 

○総務部長（竹中 仁君） お答えいたします。 

木嶋議員、今おっしゃりましたとおり、ふるさとチョイスとですね、それから今、町が

考えておりますのは返礼品のですね、一切を全国的に各自治体を対象として取り扱ってお
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りますＪＴＢを視野といたしまして、そこが商品開発を積極的に今サーチしていると。町

内業者に向けてサーチしているという状況にありまして、その返礼品を提供を願う事業者

につきましては、町内の産業活性化も視野において、町内業者を念頭に、今、チョイスを

進めているという状況にあります。 

以上です。 

○議長（ 君） ４番木嶋議員、よろしいですか。 

ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

ここで会議を１０分間休憩いたします。 

午前１１時２０分 休憩 

────────────── 

午前１１時２７分 再開 

○議長（ 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第６６号 

○議長（ 君） 日程第８ 議案第６６号平成２９年度別海町介護保険特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

介護支援課長。 

○介護支援課長（竹中利哉君） 議案第６６号の内容説明をいたします。 

平成２９年度別海町介護保険特別会計補正予算書１ページをごらんください。 

平成２９年度別海町介護保険特別会計補正予算（第１号）。 

平成２９年度別海町介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

第１条、歳入歳出予算の補正。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,９９０万を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ１１億２,０４０万円とする。 

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

３ページをごらんください。 

「第１表 歳入歳出予算補正」。 

最初に、「歳入」です。補正額の欄で説明します。 

１款保険料、１項９８９万４,０００円の増。 

３款国庫支出金、１項と２項で２,５１８万５,０００円の減。 

５款道支出金、１項で８６８万４,０００円の減。 

７款繰入金、１項で６８４万７,０００円の減。 

８款繰越金、１項で１,０９２万２,０００円の増。 

歳入合計で１,９９０万を減額し、補正後の予算総額を１１億２,０４０万円とするもの

です。 

次に、４ページをごらんください。 

続いて「歳出」です。 

１款総務費、１項で１１０万４,０００円の減。 
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２款保険給付費、１項で２,９４７万９,０００円の減。 

５款諸支出金、１項で１,０６８万３,０００円の増。 

歳出合計で１,９９０万を減額し、補正後の予算総額を１１億２,０４０万円とするもの

です。 

「歳入歳出補正予算事項別明細書」の「１．総括」につきましては、説明を省略させて

いただき、７ページの「２．歳入」から説明をいたします。 

款項の金額につきましては省略し、目の金額で説明いたします。 

１款保険料、１項１目第１号被保険者保険料９８９万４,０００円の増は、所得の確定

に伴い、保険料の再計算を行ったことによる増額です。 

３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金１,２１２万９,０００円の減。 

２項１目調整交付金１,３０５万６,０００円の減。 

続きまして、８ページに移ります。 

５款道支出金、１項１目介護給付費負担金８６８万４,０００円の減は、いずれも平成

２９年度保険給付費の再計算による国、道の負担金、交付金を減額するものです。 

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金６８４万７,０００円の減。介護給付費の減額に

よる給付費の繰り入れの減並びに低所得者保険料軽減負担金の増が主なものです。 

８款繰越金、１項１目繰越金１,０９２万２,０００円の増。平成２８年度介護保険特別

会計の決算確定に伴う繰越金の確定です。 

続きまして、９ページをごらんください。 

「３．歳出」です。 

１款総務費、１項１目一般管理費１１０万４,０００円の減は、第７期高齢者保健福祉

計画及び介護保険事業計画策定に係る委託料の確定によるものです。 

２款保険給付費、１項１目介護サービス費２,９４７万９,０００円の減は、施設介護

サービス給付費の支出見込みによるものです。 

１０ページをごらんください。 

５款諸支出金、１項１目償還金１,０６８万３,０００円の増は、平成２８年度介護保険

事業決算確定による国、道支払い基金の生産額の確定による返還金の確定によるものです。 

以上、議案第６６号の内容説明について、終わります。 

○議長（ 君） 議案第６６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第６７号 

○議長（ 君） 日程第９ 議案第６７号別海町交通安全指導員設置条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

防災交通課長。 

○防災交通課長（麻郷地聡君） 議案第６７号別海町交通安全指導員設置条例の一部を改

正する条例の制定について内容を御説明いたします。 

議案書の３ページをお開きください。 
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本条例につきましては、町民の正しい歩行を指導するとともに、交通安全思想を普及し

歩行者等の事故防止を図るため、この職務に当たる交通安全指導員の設置に関し必要な事

項を定めております。 

本改正は、指導員の定数の見直しをするものです。 

現在の指導員数は、男性４６名、女性専任指導員７名、合わせまして５３名となってお

り、ここ１０年間でも５０名前後で推移しています。 

規定の定数は９０名以内となっておりますが、現状と大きく乖離していることから定数

を改正するものです。 

議案書の朗読は省略させていただき、条例の改正部分について、別冊の議案資料で説明

をさせていただきます。 

議案資料の１ページをお開きください。 

「別海町交通安全指導員設置条例の一部を改正する条例新旧対照表」です。 

左が「改正後」、右が「改正前」となります。 

第３条中、「９０名」を「６０名」に改めるものです。 

２ページをごらんください。 

指導員数積算の根拠に基づいた指導員数及び専任指導員数の一覧になります。 

積算の根拠としましては、各班の活動拠点とする地域人口、対象地域数、地域内の学校

数をもとに積算した範囲で班員を配置できるものとし、指導員数を各班合わせまして５１

名、専任指導員数を９名とし、合計で６０名とするものです。 

なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

以上で、議案第６７号の内容説明とさせていただきます。 

○議長（ 君） 議案第６７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

 １５番佐藤議員。 

○１５番（ 君） ただいま説明がございまして、交通指導員規定っていうか条例

では９０名を上限とされてる、現実的には６０名ですか、３割ぐらい現実にはないんだと

いうことで現状に合わせた形で進めるっていう、今説明だったかに私は記憶をとどめたん

ですけども、私もあちこち聞くんですけれども、現実、指導員やられてる方も、かなり

な、初めは４０代、５０代なられているんですけど、なかなか次にバトンタッチが難しく

て、７０、８０越えになっても、なかなかやめられないというか、引き手がないんだって

いう話がよく聞かされます。現実、高齢化と担い手不足というか、なかなか大変なんです

けど、この役割というのは先ほど今説明あったようにですね、歩行者、これは本当に小さ

い幼児から高齢者までおられます。こういった現実を私見てますけども、結構子供たちの

学校の登下校あたりはですね、結構出ていろいろやってるんですね、あとイベントとか。 

そういったことで５０人ってなられたんですけれども、私聞けば、そこら辺もう少しね、

これだけ現状に合わしてやられたって、ほかの私が言ったような、そういうような議論っ

ていうか、そういう考え方っていうかはなかったのか、あるのか、また今後やっていく考

えがあるのか、とりあえずこういう形で進めるっていうことで、質疑ですから、この辺で

止めますけども。 

○議長（ 君） 防災交通課長。 

○防災交通課長（麻郷地聡君） ただいまの御質問にお答えいたします。 
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この定数を決めるに当たっては、地域の実情とか、指導員会を通しまして班長と協議を

してきたところでございます。 

また、後継者不足によって、担い手がない場合などを想定して、後継者育成のための増

員をする場合ですとか、希望する地域もあるところから幅を見て人員をつけているところ

でございます。 

また、本町としましても、イベントの出役とかが多い中、数年前から業務といいますか、

交通指導を委託もしておりますので、こういうものにつきましても班長会議の中でいろい

ろと協議をさせていただいてます。 

年齢が上がっている中で、負担の軽減を図っていきたいものとして考えております。 

以上です。 

○議長（ 君） １５番佐藤議員、よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

１４番 議員。 

○１４番（ 君） 交通安全指導員及び専任指導員のことでございまして、今、前

段佐藤議員の質問と多少重複するかもしれませんが、私、何年か前にこの指導員のことに

ついて、ちょっと町側に見解を正したっていう経緯がありますので、今御説明ありまし

た、規定では９０名なんだけど、実際は出役される方は５０名か、ちょっとだっていう、

今お話言ってまして、それが実態だというのは私どもも感じておりました。ですから、今

回恐らく、そういう実態に合わしたような、定員を減らすというのが本意でないかなと思

いつつですね、私、前にも質問したんですが、実際、一生懸命やられている指導員の方々

は大変だっていう実態がまず。まず、認識がございますと思いますけどもあります。 

そういうことで、町には直接言ってるかどうかもわかりませんが、私どもにはですね、

イベントなんか一日中出役されて、ほとんど決められた、決まったような方々が出役され

ているという実態と、いわゆるどのくらいの報酬費用をお支払いしているか、ちょっと

はっきりはわかりませんが、高齢者の方々が暑いイベントのとき、一日中歩行者のために

あそこで交通整理をされるなんて、そう安い話ではないので、その辺の報酬を人数は減っ

てもですね、それなりの手当てを考えるべきでないかと、私もそのときから言っておった

んですが、あんまりそのことについては、町側の考えがそれ以後ないっていう実態があり

ますので、この際、定員減らすと、いわゆる少数にして一生懸命やってくれる方々には、

それなりの報酬を差し上げるというような考え方があるかないか、すぐにでなくてもです

ね。そうすれば後継者、先ほどお話ありましたように、その辺の問題も多分その中に含ま

れるんだろうと、私は思っておりましてですね、ぜひとも、割り出し方は人口密度とか、

いろいろありますけど、実態とちょっとここは苦しい説明だと思いますので、交通安全の

ために一生懸命やってくれてる指導員に対しては、それなりの応分の報酬を考えるという

基本的な町の考え方を、ぜひ今後ひっくるめて考えを聞きたいと思ってます。 

ちょっと私、勉強不足で申しわけありませんが、交通安全指導員と専任指導員の違いと

いうのはどこにあるんでございましょうか。やってることは同じなのか。ちょっとその辺

が定かでないんですね。 

ちょっとその辺わかればお聞きしたいと思ってます。 

以上です。 

○議長（ 君） 防災交通課長。 

○防災交通課長（麻郷地聡君） 報酬につきましては、管内と同じ立場で職務に当たる人
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の内容を調査しておりまして、余りにも乖離があるとかする場合においては、報酬費の検

討をしていきたいと考えております。 

２点目の指導員と専任指導員の違いでございますが、専任指導員につきましては、小中

学生の登校時に交通見守りですとか、指導をしている女性の方になります。 

以上です。 

○議長（ 君） １４番 議員、よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第６８号 

○議長（ 君） 日程第１０ 議案第６８号別海町営住宅条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

建設水道部次長。 

○建設水道部次長（山岸英一君） 議案第６８号別海町営住宅条例の一部を改正する条例

の制定についての内容説明をいたします。 

議案書の４ページをお開きください。 

本案は、平成２９年４月２６日に公布されました「地域の実勢及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「公営住宅法施行令」

及び「同法施行規則の一部改正」が平成２９年７月２６日に施行されたことに伴い、条例

の一部を改正するものです。 

議案の朗読は省略し、議案資料により説明いたします。 

議案資料の３ページをお開きください。 

「別海町営住宅条例の一部を改正する条例新旧対象」となります。 

右の欄が「改正前」、左の欄が「改正後」で、各下線部分が改正される内容です。 

改正内容ですが、条例が新設されたことに伴い、町営住宅条例の条項にずれが生じるも

ので、左側の改正後の条文により説明いたします。 

まず、第１２条「同居の承認」条文では、「第１０条」を「第１１条」へ。 

第１３条「入居の継承」条文では、「第１１条」を「第１２条」へ。 

次に、４ページをごらんください。 

第１５条「収入な申告等」条文では下線部を削り、「第８条」を「第７条」へ。 

第３９条「公営住宅建替事業に係る家賃の特例」条文では、「第１１条」を「第１２

条」へ。 

次に、５ページをお開きください。 

第４１条「公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例」条文

では、「第１１条」を「第１２条」へ。 

以上、各条文を改めるものです。 

附則として、この条例は公布の日から施行するものであります。 

以上、議案第６８号の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第６８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 
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質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第６９号から日程１３ 議案第７１号 

○議長（ 君） 日程第１１ 議案第６９号北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更について、日程第１２ 議案第７０号北海道市町村総合事務組合規約の変更

について、日程第１３ 議案第７１号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

の３件については関連がありますので一括議題といたします。 

内容について順次説明を求めます。 

総務部次長。 

○総務部次長（今野健一君） 議案第６９号北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約

の変更について、議案第７０号北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第７

１号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての内容について、規約変更理由及

び改正要旨が同じであるため一括して説明をいたします。 

議案は５ページから７ページ。議案資料では、議案第６９号が６ページに。議案第７０

号が７ページから８ページに。議案第７１号が９ページにそれぞれ規約の「新旧対照表」

を載せております。 

それぞれの議案本文の朗読は省略させていただき、議案資料１０ページの共通資料「北

海道町村議会議員公務員災害補償等組合規約外２規約の変更について」により説明いたし

ます。 

議案資料の１０ページをお開きください。 

本議案は、本町が加入している北海道町村議会議員公務災害補償等組合、北海道市町村

総合事務組合及び北海道市町村職員退職手当組合の構成団体のうち、２団体が名称を変更

したことに伴い、組合規約の一部変更について、地方自治法第２８６条第１項の規定によ

り組合構成団体の協議を求められたことから、同法第２９０条の規定により議会の議決を

求めるものです。 

規約変更理由及び改正要旨につきましては、平成２９年６月１日付けで「西胆振消防事

務組合」が「西胆振行政事務組合」に名称変更し、また、平成２９年８月１日付けで「江

差町ほか２町学校給食組合」が「江差町・上ノ国町学校給食組合」に名称変更したことに

伴い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約、北海道市町村総合事務組合規約及び

北海道市町村職員退職手当組合規約の別表の一部を改正するものです。 

団体ごとの変更内容及び理由につきましては、一つ目の「西胆振消防組合」は、「西胆

振行政事務組合」に名称を変更しています。共同処理する事務に「火葬場に関する事務」

を追加したことに伴い、組合の名称を変更したものです。 

二つ目の「江差町ほか２町学校給食組合」は、「江差町・上ノ国町学校給食組合」に名

称を変更しています。３町で構成されていた学校給食組合から厚沢部町が脱退したことに

伴い、組合の名称を変更したものです。 

以上の理由により、北海道町村議会議員公務災害補償等組合、北海道市町村総合事務組

合及び北海道市町村職員退職手当組合の規約の一部を変更するものです。 

また、附則において、本規約の変更の施行期日を地方自治法第２８６条第１項の規定に

よる総務大臣の許可の日から施行すると定めるものです。 
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以上で、議案第６９号、議案第７０号及び議案第７１号の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第６９号から議案第７１号までの３件について、内容説明が

終わりましたので、これから一括質疑を行います。 

質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

ここで会議を１時まで休憩いたします。 

午前１１時５６分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（ 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第７２号 

○議長（ 君） 日程第１４ 議案第７２号工事請負契約の締結について（（Ｈ２

８繰）東富岡地区農道改良工事）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第７２号の内容説明をいたします。 

議案の８ページをお開きください。 

本案は、工事請負契約の締結に当たり、予定価格が５,０００万円を超えるため、地方

自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

最初に議案本文を朗読いたします。 

１、契約の目的、（Ｈ２８繰）東富岡地区農道改良工事。 

２、契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。 

３、契約金額、５,２７０万４,０００円（内消費税及び地方消費税額３９０万４,０００

円）。 

４、契約の相手方、野付郡別海町別海１３０番地の１８、寺井建設株式会社、代表取締

役寺井範男。 

次に、本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明いたします。 

公募期間は、６月３０日から７月２１日までの休日を除く１５日間。 

応募者数は５者で、資格審査の結果、全ての応募者が資格ありと認められました。 

入札の執行は８月２３日、寺井建設株式会社、株式会社別海、島影建設株式会社、高玉

建設工業株式会社、山下建設株式会社の５者による指名競争入札を行い、１回目の入札で

落札いたしました。 

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は４,８９６万円、最低入札価格は４,８８０

万円で、最低入札者であります本案の寺井建設株式会社と現在、仮契約中であります。 

なお、工期は、本契約の翌日から翌年１月３０日までを予定としております。 

工事の内容につきましては、議案資料で御説明いたします。 

議案資料の１１ページをお開きください。 

工事の場所は、図面中央、中春別市街と尾岱沼市街を接続する一般道道尾岱沼港春別停

車場線の北側に位置します計画路線中、赤色の実線で表示した区間となります。 
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工事の概要ですが、赤色の実線で示します９５９.１メートルの改良工事を車道幅員４.

０メートルで行うものです。 

資料１２ページには土工定規図を掲載しておりますが、詳細な内容につきましては説明

を省略させていただきます。 

以上で議案第７２号の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第７２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第７３号 

○議長（ 君） 日程第１５ 議案第７３号工事請負契約の締結について（町道中

西別上風連線中之川橋外４橋梁補修工事）を議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第７３号の内容説明をいたします。 

議案の９ページをお開きください。 

本案は、工事請負契約の締結に当たり、予定価格が５,０００万円を超えるため、地方

自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものであります。 

最初に議案本文を朗読いたします。 

１、契約の目的、町道中西別上風連線中之川橋外４橋梁補修工事。 

２、契約の方法、簡易公募型指名競争入札による契約。 

３、契約金額、５,４２１万６,０００円（内消費税及び地方消費税額４０１万６,０００

円）。 

４、契約の相手方、野付郡別海町別海宮舞町１０１番地、山下建設株式会社、代表取締

役社長山下毅。 

次に、本案提出に至るまでの入札等の経過について御説明いたします。 

公募期間は、７月２６日から８月１６日までの休日を除く１５日間。 

応募者数は４者で、資格審査の結果、全ての応募者が資格ありと認められました。 

入札の執行は９月５日、高玉建設工業株式会社、寺井建設株式会社、株式会社別海、山

下建設株式会社の４者による指名競争入札を行い、１回目の入札で落札いたしました。 

消費税及び地方消費税を除く最高入札価格は５,０５０万円、最低入札価格は５,０２０

万円で、最低入札者であります本案の山下建設株式会社と現在、仮契約中であります。 

なお、工期は、本契約の翌日から翌年２月２０日までを予定としております。 

工事の内容につきましては、議案資料で御説明いたします。 

議案資料の１３ページをお開きください。 

工事の場所ですが、図面中央下、中西別市街の南側で３橋、中之川橋、西矢臼別橋、山

下橋、上春別市街北側の春栄橋、中春別市街東側の松栄橋で、全５橋の補修を予定してい

ます。 

工事の内容につきましては、図面左下に掲載しております工事概要欄で御説明いたしま

す。 
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中之川橋は、橋面防水、伸縮装置取替、ひび割れ、断面の補修。 

西矢臼別橋及び山下橋は、伸縮装置取替、ひび割れ断面の補修。 

春栄橋は、伸縮装置取替、断面の補修。 

松栄橋は、伸縮装置取替、ひび割れ、断面の補修、防護柵の補修を行うものです。 

資料１４ページから１８ページまで各橋梁の側面図、断面図、平面図を記載した補修一

般図を掲載しておりますが、詳細な内容につきましては説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第７３号の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第７３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第７４号及び日程第１７ 議案第７５号 

○議長（ 君） 日程第１６ 議案第７４号財産の取得の一部変更について（小型

動力ポンプ付水槽車）、日程第１７ 議案第７５号財産の取得の一部変更について（小型

動力ポンプ付水槽車）の２件は関連がありますので一括議題といたします。 

内容について順次説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第７４号及び議案第７５号について、一括して内容説

明をいたします。 

議案の１０ページと１１ページになります。 

本議案は、財産取得の一部変更についてです。 

平成２９年６月２３日、議案第５５号及び第５６号により議決を経て締結いたしました

小型動力ポンプ付水槽車売買契約の一部を変更したいので、議会の議決を求めるものであ

ります。 

１０ページ、議案第７４号の下段を朗読いたします。 

取得価格「３,２５７万２ ,８００円（内消費税及び地方消費税額２４１万２ ,８００

円）」を「３,２３７万８,４００円（内消費税及び地方消費税額２３９万８,４００円）」に

改める。 

続いて１１ページ、議案第７５号の下段を朗読いたします。 

取得価格「３,２５９万４ ,４００円（内消費税及び地方消費税額２４１万４ ,４００

円）」を「３,２４０万円（内消費税及び地方消費税額２４０万円）」に改める。 

いずれの水槽車につきましても、１９万４,４００円、うち消費税及び地方消費税額１

万４,４００円を減額するものであります。 

変更の内容について御説明いたします。 

今回の変更は、いずれの水槽車も同様の仕様の変更によるものです。 

当初の資料では、車両座席部分でありますキャビンを前面に持ち上げる装置について、

電動油圧式としておりましたが、車両のフルモデルチェンジに伴いまして、手動式のみと

なりオプション対応も不可となったこと。また、ほかの車両メーカーにも本契約に係る仕

様を満たすものがないことから、電動油圧式から手動式に仕様を変更することとし、変更

に伴う見合い差額分を減額するものです。 
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なお、本仕様変更に係る装置は、消防消火活動に影響を及ぼすものではないことを確認

しております。 

以上で、議案第７４号及び第７５号の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第７４号及び議案第７５号の２件について内容説明が終わり

ましたので、これから一括質疑を行います。 

質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第７６号 

○議長（ 君） 日程第１８ 議案第７６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画

の変更についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 議案第７６号の内容説明をいたします。 

議案の１２ページをお開きください。 

議案第７６号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について。 

本件につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律第３条において、「辺地の公共的な施設を整備しようとするときはあらかじめ

都道府県知事と協議の上、議会の議決を経て、当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備

に関する財政上の計画を定め、これを総務大臣に提出しなければならない。」と規定され

ておりまして、同条第８項の規定により総合整備計画を変更する場合についても同様とさ

れておりますことから、計画内容の変更について議会の議決を求めるものであります。 

なお、北海道知事との協議につきましては、事前に終了していることを申し添えます。 

今回、変更するのは、西春別、上春別の二つの辺地です。 

１３ページをごらんください。 

まず、「西春別辺地総合整備計画」です。 

西春別辺地の総合整備計画は、平成２９年度から平成３３年度までの５年間で、今回は

第１次の変更です。 

変更の内容は、下段３番の表になりますが、産業農林道施設について「西和地区基盤整

備促進事業外２事業」とし、事業費合計で６,９３０万円を追加するもので、変更後の産

業農林道施設の事業費を「４億８５３万２,０００円」、財源内訳は、特定財源を「２億６,

８８５万３,０００円」、一般財源を「１億３,９６７万９,０００円」とし、一般財源のう

ち辺地対策事業債の予定額を３,８３０万円追加して、「１億３,７７０万円」とするもの

です。 

変更後の全施設の事業費合計は「８億８,８９８万２,０００円」となります。 

次に、１４ページをごらんください。 

「上春別辺地総合整備計画」です。 

上春別辺地の総合整備計画は、平成２６年度から平成３０年度までの５年間で、今回は

第２次の変更です。 

変更の内容は、下段３番の表になりますが、産業農林道施設について「上春別北地区農
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道整備事業外４事業」とし、事業費合計で１億１,４００万円を追加するもので、変更後

の産業農林道施設の事業費を「８億７,９３０万３,０００円」、財源内訳は、特定財源を

「６億３,７２５万７,０００円」、一般財源を「２億４,２０４万６,０００円」とし、一般

財源のうち辺地対策事業債の予定額を６,９１０万円追加して、「２億４,０７０万円」と

するものです。 

変更後の全施設の事業費合計は「９億９,３７０万３,０００円」となります。 

以上で、議案第７６号の内容説明を終わります。 

○議長（ 君） 議案第７６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。 

質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第１９ 諮問第１号 

○議長（ 君） 続きまして、日程第１９ 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦

についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

町長。 

○町長（曽根興三君） 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上

げます。 

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱するものでありますけれども、その選定に当たりまし

ては、まず、市町村長が議会の意見を聞いた上で、地域の候補者を法務局に推薦すること

となっております。 

別海町では、現在、別海の保田千惠子さん、棚橋正博さん、西春別地区の山藤史江さん、

尾岱沼の池田實さん、中春別の藤原優子さん、この５名の方々に人権擁護委員として御活

躍いただいているところでございますけれども、今年度、山藤史江さんが平成２９年１２

月３１日をもって３年間の任期が満了となります。 

つきましては、引き続き、山藤史江さんを人権擁護委員の候補者として推薦いたしたく、

議会の意見を求めるものでございます。 

新たな任期につきましては、平成３０年１月１日から平成３２年１２月３１日までの３

年間となります。 

山藤史江さんにおかれましては、平成２７年に人権擁護委員に選任され、現在、１期目

で御活躍をいただいているところでございますけれども、主な経歴につきまして若干申し

上げさせていただきます。 

山藤史江さんは、昭和２６年１２月３日生まれで、昭和４５年に中標津高等学校卒業後、

民間会社を経て防衛庁共済組合に勤務され、それ以降、別海町に在住され現在に至ってお

ります。 

平成２１年４月からは、西春別駅前連合町内会副会長を務められ自治会活動に熱心に取

り組まれているほか、消費者協会や日赤奉仕団等、各種ボランティア団体の活動にも精力

的に参加をされております。 

地域住民からの信頼も大変厚く、人格、識見とも優れた方でありまして、引き続き、人
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権擁護委員の候補者として法務大臣に対し推薦いたしたく思いますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（ 君） 諮問第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２０ 認定第１号から日程第２７ 認定第８号 

○議長（ 君） 日程第２０ 認定第１号平成２８年度別海町一般会計歳入歳出決

算認定について、日程第２１ 認定第２号平成２８年度別海町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について、日程第２２ 認定第３号平成２８年度別海町下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第２３ 認定第４号平成２８年度別海町介護サービス事

業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２４ 認定第５号平成２８年度別海町介護

保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２５ 認定第６号平成２８年度別海町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第２６ 認定第７号平成２８年度

町立別海病院事業会計決算認定について、日程第２７ 認定第８号平成２８年度別海町水

道事業会計決算認定についての８件については、一括議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、この決算認定については、特別委員会を設置し、綿密な審議をいたしたいと考え

ておりますので、内容については要点にとどめて説明願います。 

副町長。 

○副町長（佐藤次春君） それでは、認定第１号から認定第８号までの平成２８年度別海

町各会計決算についてですが、決算額等の要点をもって説明とさせていただきます。 

最初に、認定第１号一般会計歳入歳出決算についてでございます。 

別冊の平成２８年度別海町各会計決算書の３ページをお開きください。 

歳入ですが、歳入合計の収入済額で申し上げます。１８７億３ ,０４２万８４７円です。 

次に、７ページをお開きください。７ページの歳出の合計です。 

支出済額の欄ですが１８６億５,８９１万７,３１８円です。 

次に８ページです。 

歳入歳出差引残額は７,１５０万３,５２９円です。うち基金繰入額は５,０００万円と

なっています。 

次の事項別明細書につきましては、省略をさせていただきます。 

２１３ページをお開きください。 

２１３ページの「実質収支に関する調書」ですが、単位は１,０００円で表示をしてお

ります。 

歳入総額１８７億３,０４２万円。 

歳出総額１８６億５,８９１万７,０００円。 

差引金額は７,１５０万３,０００円。 

翌年度へ繰り越すべき財源の繰越明許費繰越額が、５７６万円。 

実質収支額は６,５７４万３,０００円。 
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実質収支額のうち基金繰入額は５,０００万円ということでございます。 

次に、認定第２号の国民健康保険特別会計です。 

２１６ページをお開きください。 

まず、歳入合計の収入済額ですが、３０億４,１６７万６,５４７円です。 

次に、２１８ページをお開きください。 

歳出合計です。 

支出済額は２８億８,４９５万２１６円です。 

次のページ、２１９ページですが、歳入歳出差引残額は１億５,６７２万６,３３１円。

うち基金繰入額が１億５,６００万円となっています。 

次に、２３５ページをお開きください。 

２３５ページの「実質収支に関する調書」です。単位は１,０００円です。 

歳入総額が３０億４,１６７万６,０００円。 

歳出総額２８億８,４９５万円。 

差引額は１億５,６７２万６,０００円です。 

実質収支額も同額の１億５,６７２万６,０００円となっています。 

実質収支額のうち基金繰入額が１億５,６００万円ということでございます。 

次に、認定第３号の下水道事業特別会計です。 

２３７ページをお開きください。 

歳入合計の収入済額は６億５,７６６万２,２９６円です。 

次に２３９ページです。 

歳出合計の支出済額は６億５,７５６万３,６０８円です。 

次のページ、２４０ページの歳入歳出差引残額は９万８,６８８円となっています。 

次に、２５３ページをお開きください。 

「実質収支に関する調書」です。単位は１,０００円です。 

歳入総額６億５,７６６万２,０００円。 

歳出総額６億５,７５６万４,０００円。 

差引額は９万８,０００円。 

実質収支額につきましても同額の９万８,０００円でございます。 

次に、認定第４号の介護サービス事業特別会計です。 

２５５ページをお開きください。 

２５５ページの歳入合計の収入済額は４億７,４６７万３,４６８円です。 

次に２５７ページです。 

歳出合計の支出済額は４億７,４４０万１,３８３円で、次のページ、２５８ページ歳入

歳出差引残額は２７万２,０８５円となっています。 

次に、２６８ページをお開きください。 

２６８ページの「実質収支に関する調書」です。単位は１,０００円です。 

歳入総額４億７,４６７万３,０００円。 

歳出総額４億７,４４０万１,０００円。 

差引額は２７万２,０００円。 

実質収支額につきましても同額の２７万２,０００円でございます。 

次に、認定第５号の介護保険特別会計です。 

２７０ページをお開きください。 
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歳入合計の収入済額は１０億３,０７６万９,９４９円です。 

次に２７１ページです。 

歳出合計の支出済額は９億７,８８３万７,６４０円で、次のページ、２７２ページの歳

入歳出差引残額は５,１９３万２,３０９円です。うち基金繰入額が４,１００万円となって

います。 

次に、２８３ページをお開きください。 

２８３ページの「実質収支に関する調書」です。 

歳入総額１０億３,０７６万９,０００円。 

歳出総額９億７,８８３万７,０００円。 

差引額は５,１９３万２,０００円です。 

実質収支額も同額の５,１９３万２,０００円。 

実質収支額のうち基金繰入額につきましては４,１００万円ということでございます。 

次に、認定第６号の後期高齢者医療特別会計です。 

２８５ページをお開きください。 

歳入合計の収入済額は１億４,９０９万４,４４０円です。 

次に２８７ページです。 

歳出合計の支出済額は１億４,８２０万９,７６０円で、次のページ、２８８ページの歳

入歳出差引残額は８８万４,６８０円となっています。 

次に、２９３ページをお開きください。 

「実質収支に関する調書」です。 

歳入総額が１億４,９０９万４,０００円。 

歳出総額は１億４,８２１万円で、差引額は８８万４,０００円。 

実質収支額につきましても同額の８８万４,０００円となっています。 

次に「財産に関する調書」。２９５ページです。 

２９５ページの「１．公有財産」ですが、決算年度末現在高で申し上げます。 

「（１）土地及び建物」です。 

初めに、「土地の地籍」ですが、一番下段合計欄で９,３７６万９,７９８平方メートル

です。 

次に、建物の延べ面積ですが、２２万５,８２９平方メートルとなっています。 

次のページに移ります。２９６ページの「（２）山林」です。 

合計で面積では６,６１９万１,９３７平方メートル。 

立木の推定蓄積量は７２万２,０４３立方メートルです。 

「（３）有価証券」は、株券の合計で、一番右の下段になりますが１億６,７２７万円で

す。前年度と増減がありません。 

次に「（４）出資による権利」ですが、合計で９億７,８６６万円です。 

次に、右の欄になりますけれども、「２．物品」です。 

合計欄で一番右側になります。１６１台の保有となっています。 

次に「３．債権」ですが、合計で７,５６４万６,０００円となっています。 

次のページ、２９７ページの「４．基金」ですけれども、一番上段の「別海町財政調整

基金」ほか、次のページ、２９８ページの下段「国営土地改良整備基金」まで、全部で２

２の基金の状況について記載をしております。 

全基金の年度末現在高の合計は５２億７,４８４万９,０００円となっています。 
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次に２９９ページは、運用基金の状況についての再計でございます。 

運用金につきましては、基金会計において直接支出ができるものですが、年度末の現在

高は、「早坂善也奨学基金」は、「現金又は預金」が２４１万４,０００円となっています。 

また、「別海町土地開発基金」では、「現金又は預金」が１億４,５９１万５,０００円。 

「土地」につきましては、宅地で２,５０５平米、金額で３,０００万円、合計では１億

７,５９１万５,０００円となっています。 

次に、公営企業会計の決算について説明をいたします。 

別冊の平成２８年度別海町公営企業会計決算書の１ページをお開きください。 

認定第７号の別海町病院事業決算についてでございます。 

初めに、１ページですが「（１）収益的収入及び支出」の「収入」です。 

第１款病院事業収益の決算額は２０億６,１５２万７５円となっています。 

次に「支出」ですが、第１款病院事業費用の決算額で２１億７,６６３万５,８４９円と

なっています。 

次に、２ページをお開きください。 

２ページの「資本的収入及び支出」の「収入」ですが、第１款資本的収入の決算額は１

億３,２３０万１,０００円です。 

次に「支出」では、第１款資本的支出の決算額で２億１,２４１万３８２円となってい

ます。 

次の財務諸表以下の説明は省略させていただきますが、当年度の純損失につきましては、

３ページにありますとおり８,１８２万８,９４１円ということになっております。 

次に、認定第８号の水道事業会計決算についてでございます。 

１９ページをお開きください。 

１９ページ、「（１）収益的収入及び支出」です。 

「収入」ですが、第１款水道事業収益の決算額は１０億７,５８４万１,４００円です。 

次に「支出」ですが、第１款水道事業費用の決算額で８億３,９９８万１,６２８円と

なっています。 

次に２０ページです。 

「（２）の資本的収入及び支出」です。 

「収入」の第１款資本的収入は、決算額で４９７万９,０００円です。 

次に「支出」の第１款資本的支出では、決算額は７億６,２４６万１,５２７円となって

います。 

次の財務諸表につきましては以下説明を省略させていただきます。 

当年度純利益につきましては、２１ページの下段のほうに記載のとおり、１億９ ,０６

７万２,５５６円となっているものです。 

以上で、認定第１号から認定第８号までの各会計決算の要点について、説明をさせてい

ただきました。 

なお、本件認定には監査委員の決算審査意見書をつけておりますことを申し添えます。 

以上で、説明を終わります。 

○議長（ 君） 認定第１号から認定第８号までの平成２８年度別海町各会計決算

認定８件についての内容説明が終わりましたので、これから一括質疑を行います。 

質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 



─ 36 ─ 

○議長（ 君） 質疑を終わります。 

この審査につきましては、７人で構成する平成２８年度別海町各会計決算審査特別委員

会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 君） 異議なしと認めます。 

したがって、この審査は７名で構成する平成２８年度別海町各会計決算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

ここでお諮りをいたします。 

ただいま設置いたしました平成２８年度別海町各会計決算審査特別委員会の委員の選任

につきましては、委員会条例第７条第３項及び第４項の規定により、議長において指名い

たします。 

１番小椋議員、５番松壽議員、７番今西議員、９番沓澤議員、１３番中村議員、１４番

議員、１５番佐藤議員の７名を指名いたします。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名いたしました７名の議員を平成２８年度別海町各会計決算審

査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。 

次に、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互選をお願いいた

します。 

ここで正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。 

なお、本特別委員会を直ちに委員会室１でお開きください。 

午後 １時４５分 休憩 

────────────── 

午後 １時５５分 再開 

○議長（ 君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

平成２８年度別海町各会計決算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選が行われ、

その結果が参りましたので報告いたします。 

委員長に沓澤委員、副委員長に松壽委員、以上のとおり互選されました。 

ここでお諮りします。 

平成２８年度別海町各会計決算審査特別委員会の審査期間は、平成２９年９月１３日か

ら次期定例会までといたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（ 君） 異議なしと認めます。 

したがって、審査期間を平成２９年９月１３日から次期定例会までとすることに決定い

たしました。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２８ 報告第４号 

○議長（ 君） 日程第２８ 報告第４号放棄した債権の報告についてを議題とい

たします。 
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内容について説明を求めます。 

なお、本件は報告のみであることを申し添えます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 報告第４号の内容説明をいたします。 

議案の２４ページをお開きください。 

報告第４号放棄した債権の報告について。 

本件は、別海町債権管理条例第１６条の規定に基づき、放棄した債権について同条例第

１７条の規定により報告をするものです。 

なお、別海町債権管理条例施行規則第１５条におきまして、報告する事項を放棄した債

権の名称、件数、金額、放棄の理由とし、一会計年度中に放棄した債権を当該年度の翌年

度の９月に招集する定例会において、報告するものと規定しております。 

議案の２５ページをごらんください。債権放棄の調書になります。 

債権の名称及び債権放棄の理由ごとに御説明いたします。 

まず、町営住宅使用料です。 

条例第１６条第１号生活保護法による保護を受けており、資力の回復が困難である理由

によるものは１人、９５件で１７２万６,２００円。 

条例第１６条第６号消滅時効が完成し、かつ死亡、所在不明により、債務の履行意思の

有無を確認することができない理由によるものは２人、２２件で４１万２,４００円。 

町営住宅使用料合計では３人、１１７件で２１３万８,６００円です。 

続いて、し尿処理手数料です。 

条例第１６条第４号徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、

なお履行させることが著しく困難、または少額の債権額に対して徴収経費が上回るなど

不適当である理由によるもので１人、１件で９,９２０円です。 

最後に、町立別海病院の診療費です。 

条例第１６号第１号生活保護法による保護を受けており、資力の回復が困難である理由

によるものは２人、２件で４万４,６７０円。 

条例第１６条第４号徴収停止の執行をとった日から相当の期間を経過した後においても、

なお、履行させることが著しく困難、または少額の債権額に対し徴収経費が上回るなど不

適当である理由によるものは３８人、５３件で１６３万１,０３０円。 

条例第１６条第６号消滅時効が完成し、かつ死亡、所在不明により、債務の履行意思の

有無を確認することができない理由によるものは３６人、６０件で１０７万６,３９０円。 

町立別海病院診療費合計では７６人、１１５件で２７５万２,０９０円です。 

なお、債権放棄年月日は平成２９年３月３１日となっております。 

以上で、報告第４号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎日程第２９ 報告第５号 

○議長（ 君） 日程第２９ 報告第５号平成２８年度決算に基づく別海町健全化

判断比率及び資金不足比率についてを議題といたします。 

内容について説明を求めます。 

なお、本件は報告のみであることを申し添えます。 

財政課長。 

○財政課長（寺尾真太郎君） 報告第５号の内容説明をいたします。 
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議案の２６ページをお開きください。 

報告第５号平成２８年度決算に基づく別海町健全化判断比率及び資金不足比率について。 

本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、毎年度、健

全化判断比率を、公営企業においては資金不足比率をその算定の基礎となる事項を記載し

た書類とともに監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該各比率を議会に報告し、か

つ、公表しなければならないと規定されており、ここに報告をするものです。 

なお、監査委員の意見につきましては、平成２８年度決算財政健全化審査及び経営健全

化審査意見書を別冊で配付をさせていただいております。 

また、本日、議会への報告とあわせまして、町のホームページ上でも公表を。広報紙べ

つかいには決算状況とあわせて公表予定でありますことを申し添えます。 

それでは、各比率の状況について御説明いたします。 

下の表をごらんください。 

まず、最初の表で健全化判断比率です。 

健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率の四つの指標があります。 

一つ目の実質赤字比率は、一般会計の実質的な赤字額が標準財政規模に占める比率をあ

らわし、財政運営の深刻度を示すもので、この比率が生じた場合には、赤字の早期解消を

図る必要があります。 

平成２８年度の一般会計の決算は黒字となったことから、赤字比率は生じておりません。 

二つ目の連結実質赤字比率も、企業会計を含む全ての会計を合算し、赤字の程度を示す

ものですが、町の全ての会計で黒字決算となったことから、こちらも赤字比率は生じてお

りません。 

三つ目の実質公債費比率は、地方債元利償還金などの債務が標準財政規模に占める比率

をあらわし、債務の財政負担の大きさや資金繰りの危険度を示すもので、過去３カ年の平

均比率となります。 

平成２８年度の比率は１１.６％となり、地方債の発行が制限される早期健全化基準の

２５％や財政再生計画を義務づけられる財政再生基準の３５％を下回っております。前年

度からは０.２ポイント改善しています。 

四つ目の将来負担比率は、地方債元利償還金や債務負担行為額の将来負担すべき実質的

な債務が標準財政規模に占める比率をあらわしており、債務の負担が将来財政を圧迫する

可能性が高いかどうかを示すものとなっております。 

平成２８年度の比率は５２.１％で、こちらも早期健全化基準である３５０％を下回っ

ております。前年度からは１.４ポイント改善しています。 

次に、その下の表で資金不足比率です。 

資金不足比率は、公営企業の経営状況を示す指標で、公営企業の資金不足額が事業規模

に占める比率を表しております。 

本町では、下水道事業特別会計、町立別海病院事業会計、別海町水道事業会計の公表と

なりますが、平成２８年度は三つの会計全てにおいて資金不足額がなかったことから、資

金不足比率は生じておりません。 

以上で、報告第５号の内容説明を終わります。 

────────────────────────────────── 

◎散会宣告 
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○議長（ 君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日はこれで散会します。 

なお、明日は一般質問を午前１０時から開きますので、御参集願います。 

皆さん大変御苦労さまでございました。 

散会 午後 ２時０５分   

 


